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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
九
二
）

1　

は
じ
め
に

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

dam
 S
m
ith

）
か
ら
ワ
グ
ナ
ー
（A

dolph W
agner

）、
そ
し
て
現
代
の
税
制
に
至
る
ま
で
、
課
税
に
関
す
る
根
本
的

な
原
則
を
表
す
租
税
原
則
は
、
そ
の
時
代
に
応
じ
て
種
々
の
変
遷
を
遂
げ
て
き
た
。
現
代
で
も
そ
の
思
想
は
受
け
継
が
れ
、
公
平
、
中
立
、

簡
素
（
最
小
徴
税
費
）
の
原
則
、
そ
の
中
で
最
も
重
要
な
原
則
と
さ
れ
た
の
が
公
平
の
原
則
（
平
等
、
公
正
の
原
則
）
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
公
平
の
原
則
に
は
、
国
家
の
サ
ー
ビ
ス
か
ら
得
ら
れ
る
公
共
財
の
対
価
に
応
じ
て
課
税
を
支
払
う
こ
と
が
公
平
で
あ
る
と

考
え
る
「
利
益
説
」、
個
人
の
支
払
い
能
力
に
応
じ
て
租
税
を
支
払
う
こ
と
が
公
平
で
あ
る
と
考
え
る
「
能
力
説
」
の
二
つ
の
原
則
が
存

在
す
る
（
1
）

。

能
力
説
は
さ
ら
に
、「
等
し
い
負
担
能
力
を
有
す
る
者
は
等
し
い
税
負
担
」
を
求
め
る
水
平
的
公
平
性
と
、「
異
な
る
負
担
能
力
を
有
す

る
者
は
異
な
る
税
負
担
」
を
求
め
る
垂
直
的
公
平
性
と
に
分
け
ら
れ
る
。
利
益
説
お
よ
び
能
力
説
の
う
ち
水
平
的
公
平
性
は
、
一
応
誰
も

が
納
得
で
き
る
原
則
で
は
あ
る
が
、
垂
直
的
公
平
性
の
達
成
に
は
困
難
が
伴
う
（
2
）

。

す
な
わ
ち
、
能
力
説
の
一
般
原
則
か
ら
は
、
所
得
税
の
累
進
構
造
を
導
き
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
水
平
的
公
平
性
に
つ
い
て
は
、
担

税
力
を
所
得
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
基
準
と
な
り
う
る
が
、
垂
直
的
公
平
性
に
関
す
る
基
準
で
は
、「
担
税
力
の
大
き

い
納
税
者
は
そ
れ
だ
け
重
い
税
負
担
を
負
う
べ
き
で
あ
る
」
を
所
得
に
置
き
換
え
て
も
、
累
進
課
税
、
逆
進
課
税
、
比
例
課
税
の
い
ず
れ

も
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
具
体
的
な
税
構
造
を
導
出
す
る
た
め
の
基
準
を
決
め
る
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
（
3
）

。

本
稿
で
は
、
主
要
な
租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
と
、
垂
直
的
公
平
性
の
根
拠
で
あ
る
累
進
制
に
つ
い
て
学
説
史
的
に
考
察
す
る
。

ま
た
諸
外
国
の
原
則
が
、
わ
が
国
の
税
体
系
に
ど
の
よ
う
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
か
、
そ
の
時
代
背
景
と
と
も
に
考
察
す
る
。
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
二
九
三
）

（
1
） 

租
税
応
益
説
は
、
一
七
、
一
八
世
紀
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
理
論
で
あ
り
、
彼
等
が
打
倒
し
た
絶
対
王
政
の
徴
税
権
力
に
代
わ
っ
て
新
た
に
生

成
し
よ
う
と
す
る
市
民
的
国
家
の
徴
税
権
と
、
そ
の
下
で
確
立
し
た
私
有
財
産
権
と
の
調
和
論
で
あ
っ
た
。
ま
た
租
税
応
能
説
は
、
一
九
世
紀
の
ド

イ
ツ
財
政
学
者
の
手
で
完
成
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
は
応
益
説
を
批
判
し
て
、
個
人
に
優
越
す
る
国
家
の
歴
史
的
、
論
理
的
必
然
性
を
強
調
し
、
租

税
は
有
機
的
全
体
と
し
て
の
国
家
の
利
益
の
た
め
に
徴
収
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
納
税
者
の
打
算
を
超
越
し
た
崇
高
な
義
務
で
あ
る
と
主
張

す
る
。（
島
恭
彦
著
（
一
九
六
三
）『
財
政
学
概
論
』
八
二
頁
）。

（
2
） 

マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
、「
利
益
説
が
実
行
可
能
の
た
め
に
は
、
特
定
の
納
税
者
の
支
出
か
ら
受
け
る
便
益
が
知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

能
力
説
が
適
用
さ
れ
る
た
め
に
は
、
こ
の
能
力
が
い
か
に
測
定
さ
れ
る
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
事
柄
は
非
常
に
難
し
く
、
い
ず

れ
の
接
近
法
も
実
施
可
能
の
段
階
ま
で
至
っ
て
い
な
い
し
、
租
税
政
策
の
全
機
能
を
取
り
扱
い
う
る
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
著
・
木
下
和
夫
監
修
（
一
九
五
九
）『
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
財
政
理
論
Ⅰ
』
有
斐
閣
、
二
八
八
│
二
八
九
頁
参
照
）。

（
3
） 

牛
島
正
著
（
一
九
七
八
）『
租
税
体
系
論
』
二
三
頁
参
照
。

2　

古
典
的
租
税
原
則
に
お
け
る
公
平
性
（
古
典
派
以
前
の
租
税
思
想
）

絶
対
君
権
主
義
の
時
代
、
近
代
的
租
税
は
よ
う
や
く
発
達
し
始
め
た
が
、
当
時
の
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
リ
ズ
ム
（M

ercantilism

）
の
理
論
家

は
、
租
税
を
以
て
直
ち
に
「
国
民
の
負
担
」
で
あ
る
と
は
考
え
な
か
っ
た
。
例
え
ば
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
（T

hom
as m

an

）
は
、「
た
と
へ

國
民
が
貧
乏
し
て
も
そ
れ
だ
け
王
様
が
富
む
な
ら
ば
、
國
は
貧
乏
し
た
と
は
云
は
れ
な
い
。
な
ぜ
な
れ
ば
、
王
様
の
年
々
の
収
入
は
常
に

國
民
の
利
益
の
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
っ
た
。
ま
た
、
当
時
の
宰
相
リ
シ
ュ
リ
ュ
ー
の
租
税
要
求
に
答
え
て
サ
ン
の

僧
侶
は
、「
國
家
の
要
求
に
対
し
て
國
民
は
そ
の
財
物
を
、
貴
族
は
そ
の
血
を
、
僧
侶
は
そ
の
祈
り
を
さ
さ
げ
る
慣
わ
し
で
あ
っ
た
」
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
。
大
内
（
一
九
三
一
）
は
、
当
時
の
僧
侶
、
貴
族
が
特
権
階
級
と
し
て
租
税
を
支
払
う
こ
と
を
潔
し
と
し
な
く
て
も
不
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（
一
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四
）

思
議
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
（
1
）

。

ま
た
、
彼
等
は
「
一
般
に
労
賃
を
高
く
さ
せ
な
い
が
た
め
に
は
、
農
民
に
消
費
物
を
買
は
せ
な
い
や
う
そ
れ
を
高
価
な
ら
し
む
べ
く
、

こ
の
た
め
に
は
消
費
税
が
よ
い
」、「
公
課
が
重
く
な
る
に
比
例
し
て
、
国
民
の
勤
勉
が
増
す
」
と
も
主
張
し
て
い
た
。

仏
の
ジ
ャ
ン
・
ボ
ダ
ン
（Jean B

odin

）
は
『
共
和
国
六
論
』
第
六
巻
第
二
章
「
国
庫
論
」
に
お
い
て
、
国
庫
収
入
を
正
し
く
集
め
る

方
法
、
公
共
財
を
政
府
の
効
用
の
た
め
に
支
出
す
る
方
法
を
論
じ
た
。
財
源
と
し
て
公
有
地
、
関
税
、
租
税
等
七
種
を
あ
げ
、
公
有
地
を

重
視
し
租
税
は
緊
急
の
場
合
に
奢
侈
品
に
課
税
す
る
こ
と
を
説
い
た
。
ボ
ダ
ン
の
影
響
を
受
け
た
代
表
が
ク
ロ
ッ
ク
（K

aspar K
lock

）

で
あ
る
。
か
れ
は
、
租
税
の
目
的
が
公
益
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
財
産
に
公
平
な
課
税
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
貴
族
や
僧
侶
の
免
税
特
権

を
排
斥
し
、
最
低
生
活
費
の
免
税
を
勧
告
し
た
が
、
未
だ
近
代
的
租
税
国
家
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
（
2
）

。

租
税
学
説
の
最
初
の
頃
は
、
自
然
法
的
な
国
家
感
に
基
づ
き
自
由
主
義
を
主
張
す
る
人
々
の
学
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
説
は
保
険
料
説

と
呼
ば
れ
、
そ
の
説
に
従
え
ば
、
租
税
は
い
わ
ば
生
命
と
財
産
を
保
護
す
る
た
め
の
保
険
料
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
説
は
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
時
代
「
租
税
は
市
民
共
同
の
義
務
で
あ
り
、
国
家
が
市
民
に
与
え
る
利
益
の
代
価
で
あ
る
」
と
し
て
発
展
し
、
現
在
の
利

益
説
ま
た
は
代
価
説
と
も
称
せ
ら
れ
た
（
3
）

。

し
か
し
交
換
説
を
主
張
し
つ
つ
、
し
か
も
累
進
税
を
擁
護
し
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。
古
典
派
以
前
に
は
、
ゾ
ン
ネ
ン
フ
ェ
ル
ス

（J.S
onnenfels

）、
ロ
ッ
ツ
（W

.L
otz

）、
ベ
ン
サ
ム
（J.B

entham
）、
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
（J.D

.S
teuart

）
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
最
低
生
活
費

の
免
税
は
、
税
率
そ
の
も
の
は
比
例
的
で
あ
る
に
し
て
も
、
あ
る
程
度
の
累
進
的
負
担
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
ル
ソ
ー

（J.J.R
usoeu

）
は
、
社
会
の
利
益
は
結
局
に
お
い
て
富
者
に
帰
し
、
財
産
は
擁
護
さ
れ
る
一
方
、
貧
者
に
は
全
て
の
窓
が
閉
ざ
さ
れ
て
い

る
た
め
、
所
得
に
対
し
て
累
進
的
な
負
担
を
課
す
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
（
4
）

。
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
二
九
五
）

ペ
テ
ィ

ペ
テ
ィ
（S

ir W
illiam

 P
etty

）
は
、
ホ
ッ
ブ
ス
の
自
然
法
的
国
家
観
に
立
脚
し
て
、
国
家
が
受
け
る
利
益
に
応
じ
て
租
税
を
負
担
さ
せ

る
べ
き
で
あ
る
、
そ
し
て
租
税
は
公
平
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
を
表
明
し
て
い
る
。
ペ
テ
ィ
の
『
租
税
貢
納
論
』
第
三
章
で

は
、「
最
も
人
を
怒
ら
せ
る
も
の
は
、
そ
の
人
が
自
分
の
隣
人
以
上
に
課
税
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
5
）

」、
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
同
書

第
七
章
で
は
「
こ
の
方
法
（
人
頭
税
）
の
欠
点
は
、
そ
れ
が
非
常
に
不
公
平
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
能
力
が
違
う
人
た
ち
が
、

す
べ
て
一
様
に
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
子
ど
も
た
ち
に
つ
い
て
の
費
用
が
最
大
の
人
が
、
最
も
多
く
支
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
言
い
か

え
れ
ば
、
貧
困
な
人
ほ
ど
ま
す
ま
す
多
く
課
税
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
6
）

。」
と
言
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
い
か
な
る
課
税
方
法
が
公
平
で
あ
る
か
の
問
題
に
は
、「
租
税
が
ど
れ
ほ
ど
巨
額
で
あ
ろ
う
と
も
、
も
し
そ
れ
が
す
べ
て
の

人
に
対
し
て
比
例
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
誰
も
そ
の
た
め
に
自
己
の
富
を
失
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
（
7
）

。
租
税
を
か
け
る
と
き

は
、
富
の
消
費
に
よ
っ
て
実
際
に
享
受
す
る
現
実
的
な
富
に
か
け
よ
と
い
う
。
こ
れ
に
比
例
さ
せ
る
の
が
最
も
公
平
で
あ
る
と
し
、
こ
の

意
味
で
消
費
税
を
推
賞
す
る
。
か
れ
は
、
消
費
税
が
自
然
的
正
義
に
か
な
い
、
被
課
税
者
を
し
て
よ
り
一
層
勤
勉
な
ら
し
め
、
国
民
の
富

の
増
加
と
税
収
の
増
大
す
る
最
適
な
課
税
方
法
で
あ
る
と
い
っ
た
（
8
）

。
こ
の
よ
う
に
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
に
よ
り
富
の
分
配
が
代
わ
る
こ
と
を

否
定
し
、
比
例
課
税
を
も
っ
て
公
平
の
原
則
に
適
う
も
の
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
ペ
テ
ィ
は
、
免
税
点
に
つ
い
て
は
何
も
言

及
し
て
お
ら
ず
、
こ
こ
に
も
彼
の
公
平
の
原
則
に
対
す
る
特
徴
が
見
え
る
（
9
）

。

ケ
ネ
ー

ケ
ネ
ー
（F

rançoa Q
uesnay

）
は
、
自
然
法
思
想
を
経
済
生
活
に
即
し
て
と
ら
え
よ
う
と
し
、
ヴ
ォ
バ
ァ
ン
（S

.P
.V
auban

）、
ボ
ア

ギ
ュ
ペ
ー
ル
（P

.L
.P
.de.B

oisguillebert

）
の
影
響
を
受
け
て
『
経
済
表
』、『
租
税
論
』、『
自
然
法
』
を
著
し
た
。「
主
権
者
お
よ
び
国
民

七
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は
、
土
地
こ
そ
富
の
唯
一
の
源
泉
で
あ
り
、
富
を
増
加
す
る
の
は
農
業
で
あ
る
こ
と
を
決
し
て
忘
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
。
何
と
な
れ
ば
、

富
の
増
加
は
人
の
増
加
を
保
証
す
る
が
、
人
間
と
富
と
は
農
業
を
栄
え
し
め
、
商
業
を
拡
大
し
、
工
業
を
活
気
づ
け
、
富
を
増
加
し
永
続

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
（
10
）

」、「
租
税
は
国
民
所
得
の
総
額
に
対
し
、
破
壊
的
又
は
不
均
衡
に
な
ら
な
い
こ
と
、
其
の
増
徴
は
所
得
の
増
加
に
伴

ふ
こ
と
、
租
税
は
直
接
土
地
の
純
生
産
物
に
設
定
さ
れ
、
労
銀
又
は
商
品
の
上
に
は
設
定
せ
ら
れ
ざ
る
こ
と
。
然
ら
ざ
れ
ば
、
租
税
は
徴

収
費
を
増
し
商
業
を
害
す
る
。
…
（
中
略
）
…
」、「
純
生
産
物
の
上
に
比
例
的
に
且
つ
再
生
産
せ
ら
れ
る
富
の
淵
源
に
直
接
に
課
せ
ら
れ

る
も
の
が
、
最
も
簡
単
に
し
て
、
納
税
者
に
と
り
最
も
損
害
少
な
き
租
税
で
あ
る
」
と
し
て
土
地
単
税
論
を
展
開
し
た
（
11
）

。
重
農
学
派
の
主

張
は
、
生
産
者
（
農
民
）
を
租
税
の
負
担
か
ら
解
放
し
て
、
地
代
＝
余
剰
価
値
の
取
得
者
た
る
地
主
に
課
税
を
統
一
す
る
意
図
と
、
小
作

農
を
租
税
の
収
奪
か
ら
守
り
、
資
本
蓄
積
を
促
進
さ
せ
よ
う
と
い
う
要
求
と
同
時
に
、
封
建
的
支
配
者
（
貴
族
・
僧
侶
）
の
免
税
特
権
に

対
す
る
公
平
負
担
の
要
求
で
あ
っ
た
（
12
）

。

重
農
主
義
者
は
、
啓
蒙
絶
対
主
義
の
立
場
を
と
る
が
、
農
業
資
本
の
維
持
と
増
殖
を
通
じ
て
、
一
国
の
富
が
循
環
す
る
過
程
を
自
然
的

秩
序
と
し
て
把
握
し
、
こ
こ
に
経
済
政
策
と
課
税
政
策
の
基
準
を
求
め
た
。
し
た
が
っ
て
、
重
商
主
義
的
な
干
渉
政
策
を
拒
否
す
る
。

グ
ラ
ス
ラ
ン

重
農
学
派
の
土
地
単
一
税
論
と
は
異
な
る
展
開
を
み
せ
た
の
が
、
グ
ラ
ス
ラ
ン
（J.J.L

ouis G
raslin

）
で
あ
る
。
ま
ず
彼
は
、
税
は
国

家
か
ら
得
る
保
護
と
い
う
公
共
的
用
役
と
の
交
換
に
そ
の
受
益
者
が
与
え
る
代
価
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
は
税
は
保
護
の
提
供
者
（
国

家
）
と
受
益
者
（
納
税
者
）
と
の
間
の
交
換
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
（
13
）

。
ま
た
、「
所
得
に
固
定
税
率
で
課
税
す
る
こ
と
は
著
し
く
公
平
性
を

欠
く
こ
と
」、「
税
率
が
固
定
さ
れ
た
比
例
税
率
は
欲
求
充
足
の
公
平
性
に
著
し
く
反
す
る
も
の
」
で
あ
る
と
し
、「
富
者
は
そ
の
社
会
的

地
位
や
財
産
に
応
じ
て
よ
り
大
き
な
保
護
を
必
要
と
す
る
か
ら
、
各
人
の
受
け
取
る
も
の
に
比
例
し
て
与
え
る
べ
き
で
あ
る
」
と
「
効
用

七
八
〇



租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
二
九
七
）

価
値
説
を
根
拠
と
す
る
交
換
の
法
に
基
づ
く
公
正
な
ル
ー
ル
」
と
し
て
累
進
所
得
税
を
提
唱
し
た
。
こ
れ
は
「
納
税
は
各
納
税
者
の
能
力

の
累
進
的
な
割
合
で
、
常
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
法
」
に
現
実
的
に
最
も
よ
く
合
致
し
た
税
制
で
あ
っ
た
。

し
か
し
彼
は
、
累
進
課
税
は
富
者
に
と
っ
て
あ
ま
り
に
苛
酷
で
あ
る
か
ら
支
持
さ
れ
な
い
こ
と
、
人
々
は
次
年
度
よ
り
多
く
課
税
さ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
て
競
争
心
・
勤
労
意
欲
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
、
ま
た
納
税
額
を
決
め
る
担
当
官
の
不
正
や
誤
り
を
防
ぐ
こ
と
が
技
術
的

に
困
難
で
あ
り
、
税
の
正
確
性
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
理
由
に
、
所
得
税
に
累
進
税
制
を
導
入
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
た
（
14
）

。

グ
ラ
ス
ラ
ン
は
、「
租
税
の
目
的
は
、
社
会
の
平
等
を
回
復
す
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
支
払
い
不
能
者
を
全
面
的
に

免
除
し
、
収
入
の
僅
少
な
者
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
、
過
渡
的
な
不
平
等
を
考
慮
し
う
る
だ
け
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
（
15
）

。
そ
し
て

「
グ
ラ
ス
ラ
ン
の
直
接
的
な
狙
い
は
、
重
農
学
派
の
土
地
単
税
を
否
定
し
、
消
費
と
所
得
を
中
心
と
す
る
累
進
課
税
を
提
案
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
」
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
が
推
賞
す
る
消
費
税
は
、
絶
対
的
必
要
の
対
象
に
は
課
さ
れ
ず
、
一
次
的
必
要
か
ら
乖
離
す
る
ほ
ど
税
率

が
高
く
な
る
累
進
的
な
消
費
税
で
あ
る
（
16
）

。

ハ
チ
ス
ン

ハ
チ
ス
ン
（F

rançis H
utcheson

）
の
課
税
原
則
に
関
す
る
意
見
は
、
簡
潔
で
先
見
の
明
が
あ
る
。
か
れ
の
凝
縮
さ
れ
た
緻
密
な
文
章

は
、
ス
ミ
ス
の
著
名
な
課
税
原
則
の
大
部
分
の
源
泉
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
17
）

。
ハ
チ
ス
ン
の
『
道
徳
哲
学
体
系
』
は
、
ス
ミ
ス
の

『
道
徳
情
操
論
』
の
直
接
の
先
導
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ス
ミ
ス
経
済
学
の
主
要
概
念
を
、
す
で
に
多
分
に
含
ん
で
い
た
。「
自
然
的
自

由
」
の
原
理
、
租
税
原
則
と
し
て
便
宜
の
原
則
や
、
富
に
対
す
る
公
平
な
比
例
の
原
則
を
あ
げ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
ハ
チ
ス
ン
の
冒
頭
の
注
釈
に
は
、「
公
的
経
費
を
支
払
う
租
税
に
つ
い
て
言
え
ば
、
…
（
中
略
）
…
。
し
か
し
と
り
わ
け
、

ど
ん
な
形
で
あ
れ
（
租
税
を
）
人
民
か
ら
徴
収
す
る
と
き
に
は
、
外
国
の
産
物
や
製
造
品
に
関
税
を
課
す
場
合
と
は
異
な
っ
て
、
人
民
の

七
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
二
九
八
）

富
裕
に
対
し
て
正
当
な
比
率
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
（
以
下
略
）」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
引
用
に
よ
っ
て
、
ス
ミ
ス
の
第
一
原
則
す
な
わ
ち
課
税
の
公
平
（
国
富
論
で
は
、「
一
大
国
に
お
け
る
、
政
府
の
経
費
と
各
個
人
と
の
関

係
は
、
一
大
所
有
地
に
お
け
る
、
そ
の
経
営
費
と
共
同
借
地
人
と
の
関
係
に
似
て
お
り
、
共
同
借
地
人
は
、
誰
で
も
こ
の
所
有
地
か
ら
受
け
る
、
そ
れ
ぞ

れ
の
利
益
に
比
例
し
て
醵
出
す
る
義
務
が
あ
る
。
こ
の
原
則
を
守
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
、
い
わ
ゆ
る
課
税
の
公
平
・
不
公
平
が
か
か
っ
て
い
る
」（
大

内
・
松
川
訳
二
二
一
頁
））
は
、
上
述
の
ハ
チ
ス
ン
が
強
調
し
た
言
葉
を
引
き
継
い
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
18
）

。

ま
た
、
ヒ
ュ
ー
ム
（D

avid H
um
e

）
の
『
政
治
論
』
は
、
重
農
学
派
の
独
断
を
否
定
し
、
む
し
ろ
感
知
す
る
こ
と
も
っ
と
も
す
く
な
き

奢
侈
品
課
税
こ
そ
最
良
の
租
税
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
ヒ
ュ
ー
ム
の
経
済
学
的
、
経
験
論
的
考
察
方
法
も
ス
ミ
ス
に
多
大
な
影
響
を

与
え
て
い
る
（
19
）

。

（
1
） 

大
内
兵
衛
著
（
一
九
三
一
）『
財
政
学
大
綱
（
中
巻
）
租
税
論
』
岩
波
書
店
、
三
一
九
│
三
二
〇
頁
。

（
2
） 

木
村
元
一
著
（
一
九
五
八
）『
財
政
学
総
論
』
春
秋
社
、
五
九
│
六
〇
頁
。

（
3
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）『
改
訂
財
政
学
原
理
』
千
倉
書
房
、
一
六
五
│
一
六
六
頁
。

（
4
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）
上
掲
書
、
一
六
七
頁
。

（
5
） W

illiam
 P
etty, A

 T
reaties of T

axes an
d

 C
on

tribu
tion

s, L
ondon, 1662, in C

.H
.H
ull, ed., T

he E
conom

ic W
ritings of S

ir 

W
illiam

 P
etty, vol.1, C

am
bridge, 1889.

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
（
一
九
五
二
）『
租
税
貢
納
論
』
岩
波
書
店
、
六
〇
頁
。

（
6
） W
illiam

 P
etty, A

著
・
大
内
・
松
川
訳
（
一
九
五
二
）
上
掲
書
、
一
一
〇
頁
。

（
7
） W
illiam

 P
etty, A

著
・
大
内
・
松
川
訳
（
一
九
五
二
）
前
掲
書
、
五
九
頁
。

（
8
） 

木
村
元
一
著
（
一
九
五
八
）
前
掲
書
、
六
五
頁
。

（
9
） 

吉
田
克
巳
著
（
二
〇
一
二
）『
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
│
近
代
的
租
税
論
の
先
駆
│
』
八
千
代
出
版
、
一
八
六
頁
。

七
八
二



租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
二
九
九
）

（
10
） 

戸
田
正
雄
・
増
井
健
一
訳
（
一
九
六
一
）『
ケ
ネ
ー
経
済
表
』
岩
波
書
店
、
七
四
頁
。

（
11
） 

大
内
兵
衛
著
（
一
九
三
一
）
前
掲
書
、
三
二
一
│
三
二
二
頁
。

（
12
） 
島
恭
彦
著
（
一
九
六
三
）『
財
政
学
概
論
』
岩
波
書
店
、
一
二
九
頁
。

（
13
） 
米
田
昇
平
（
一
九
九
八
）「
グ
ラ
ス
ラ
ン
の
経
済
思
想
│
効
用
価
値
説
と
累
進
課
税
の
原
理
│
」
下
関
市
立
大
学
『
下
関
市
立
論
集
』
一
八
二

頁
。

（
14
） 

米
田
昇
平
（
一
九
九
八
）
上
掲
論
文
、
一
八
四
│
一
八
六
頁
。

（
15
） 

津
田
内
匠
（
一
九
六
二
）「J-J-L

ouis G
raslin

に
つ
い
て
の
覚
書
き
」
一
橋
大
学
『
経
済
研
究
』
第
一
三
巻
第
一
号
、
八
二
頁
。

（
16
） 

津
田
内
匠
（
一
九
六
二
）「J-J-L

ouis G
raslin

に
つ
い
て
の
覚
書
き
」
上
掲
論
文
、
八
一
頁
。

（
17
） T

aylor, W
.L
. F

ran
cis H

u
tch

eson
 an

d
 D

avid
 H

u
m

e as P
red

ecessors of A
d

am
 S

m
ih

t. D
urham

, N
orth C

arolina: D
uke 

U
niversity P

ress.1965. 

山
口
正
春
・
川
又
祐
（
二
〇
〇
七
）『
ハ
チ
ス
ン
・
ヒ
ュ
ー
ム
・
ス
ミ
ス
│
経
済
学
の
源
流
│
』
三
恵
社
、
一
四
三
頁
。

（
18
） T

aylor, W
.L
. F

ran
cis H

u
tch

eson
 an

d
 D

avid
 H

u
m

e as P
red

ecessors of A
d

am
 S

m
ih

t. D
urham

, N
orth C

arolina: D
uke 

U
niversity P

ress.1965. 

山
口
正
春
・
川
又
祐
（
二
〇
〇
七
）
上
掲
書
、
一
四
四
頁
。

（
19
） 

木
村
元
一
著
（
一
九
五
八
）
前
掲
書
、
八
一
頁
。

3　

イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
と
ド
イ
ツ
歴
史
学
派
に
お
け
る
租
税
原
則

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス

古
典
派
の
時
代
に
お
い
て
は
、
自
然
科
学
の
認
識
よ
り
人
々
は
合
理
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
、
す
べ
て
の
攪
乱
的
な
国
家
干
渉
よ
り
解

放
さ
れ
て
発
展
す
る
場
合
に
お
い
て
の
み
、
社
会
生
活
は
調
和
的
な
も
の
と
し
て
進
歩
を
た
ど
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

七
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三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
〇
〇
）

こ
れ
は
ラ
ッ
サ
ー
ル
（F

.L
assalle

）
の
述
べ
た
「
国
家
の
任
務
を
夜
警
に
限
定
」
す
る
こ
と
を
意
味
し
、
そ
の
僅
少
な
る
経
費
を
支
弁

す
る
た
め
に
は
、
租
税
の
徴
収
以
後
に
お
け
る
所
得
と
財
産
の
分
配
状
態
が
、
徴
収
以
前
と
相
対
的
に
等
し
い
状
態
に
な
る
よ
う
に
、
租

税
負
担
を
配
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
故
に
、
租
税
は
所
得
ま
た
は
財
産
に
比
例
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

比
例
税
の
主
張
と
な
る
（
1
）

。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
（A

dam
 S
m
ith

）
は
「
租
税
は
、
地
代
、
利
潤
ま
た
は
賃
金
、
す
な
わ
ち
三
部
類
の
収
入
の
す
べ
て
に
か
け
る
こ
と

を
目
的
と
し
う
る
」
と
し
、
租
税
一
般
に
つ
い
て
は
四
つ
の
一
般
原
則
、
す
な
わ
ち
⑴
公
平
で
あ
る
こ
と
、
⑵
確
実
で
あ
る
こ
と
、
⑶
支

払
い
に
便
宜
が
あ
る
こ
と
、
⑷
徴
収
費
が
少
な
く
て
す
む
こ
と
、
を
挙
げ
て
い
る
。
特
に
第
一
原
則
の
、
課
税
の
公
平
に
つ
い
て
は
「
あ

ら
ゆ
る
国
家
の
臣
民
は
、
各
人
の
能
力
に
で
き
る
だ
け
比
例
し
て
、
い
い
か
え
れ
ば
、
か
れ
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
国
家
の
保
護
の
も
と
に
享
受

す
る
収
入
に
比
例
し
て
、
政
府
を
維
持
す
る
た
め
に
貢
納
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。」、「
大
国
の
個
々
人
に
対
す
る
政
府
の
経
費
は
、
大
所

有
地
の
共
同
借
地
人
に
対
す
る
経
営
費
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ
ら
の
す
べ
て
の
共
同
借
地
人
は
、
こ
の
所
有
地
に
お
け
る
か
れ
ら
の
そ

れ
ぞ
れ
の
利
害
関
係
に
比
例
し
て
貢
納
す
る
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
（
2
）

。

ス
ミ
ス
に
と
っ
て
第
一
の
原
則
「
公
平
の
原
則
」
は
、
租
税
の
根
拠
お
よ
び
配
分
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
保
護
、
つ
ま
り
政
府

活
動
の
も
た
ら
す
一
般
的
利
益
が
課
税
の
根
拠
で
あ
り
、「
能
力
」
あ
る
い
は
「
収
入
」
に
比
例
し
た
比
例
課
税
が
租
税
の
配
分
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
利
益
説
の
主
張
で
あ
る
（
3
）

。

ス
ミ
ス
に
よ
る
租
税
体
系
の
特
徴
は
、
税
負
担
の
大
部
分
を
地
主
階
級
に
帰
着
さ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
の
推
す
租
税
は
、
第
一
に

地
租
、
第
二
に
家
賃
税
、
第
三
に
奢
侈
的
嗜
好
品
に
対
す
る
関
税
、
第
四
に
ビ
ー
ル
税
で
、
所
得
税
、
利
子
税
や
労
賃
税
な
ど
は
悪
税
と

さ
れ
て
い
る
。
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
〇
一
）

地
代
課
税
（
地
代
比
例
税
）
は
、
転
嫁
す
る
こ
と
な
く
地
主
が
負
担
し
、
奢
侈
品
課
税
は
富
裕
な
消
費
者
（
大
部
分
が
地
主
階
層
）
が
負

担
す
る
と
考
え
ら
れ
た
。「
収
入
比
例
」
と
は
、
具
体
的
に
は
地
主
へ
の
租
税
負
担
を
意
味
し
て
い
た
。
一
方
で
、
商
工
業
の
発
展
を
期

待
し
た
た
め
、
利
潤
、
利
子
に
対
す
る
利
潤
課
税
と
賃
金
課
税
と
は
、
産
業
や
生
産
活
動
を
阻
害
し
、
国
民
経
済
に
悪
影
響
を
与
え
る
も

の
と
し
て
排
除
さ
れ
た
（
4
）

。

Ｊ
．Ｓ
ミ
ル

Ｊ
．Ｓ
ミ
ル
（John S

tuart M
ill

）
は
、
諸
現
象
を
解
明
す
る
国
民
経
済
学
大
系
に
お
い
て
は
、
生
産
の
増
強
よ
り
も
、「
分
配
の
改
善

と
労
働
に
対
す
る
報
酬
の
増
加
」
の
観
点
が
中
心
と
な
っ
た
。

か
れ
は
、
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
四
原
則
の
う
ち
、
特
に
第
一
の
原
則
に
注
目
し
た
。
す
な
わ
ち
租
税
の
平
等
（
公
平
・
公
正
）
に
つ
い

て
は
、
な
お
一
層
吟
味
す
る
必
要
性
を
強
調
し
、
租
税
は
平
等
を
以
て
そ
の
原
則
と
な
さ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
い
う
理
由
を
次
の
よ
う
に
解

釈
し
た
。「
社
会
の
各
人
ま
た
は
各
階
級
は
、
政
府
に
対
し
て
い
ず
れ
も
同
等
の
請
求
権
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
政
府
は
そ
の
間
に

差
別
を
立
て
て
は
な
ら
な
い
」、「
政
府
が
彼
ら
に
向
か
っ
て
要
求
す
る
犠
牲
は
い
ず
れ
も
、
萬
人
に
殆
ど
同
等
の
負
担
を
与
え
る
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
も
し
誰
か
の
負
担
に
し
て
、
そ
の
正
当
な
る
割
合
よ
り
小
な
り
と
す
れ
ば
、
他
の
何
び
と
か
は
そ
の
正
当
な
る
割
合

よ
り
多
く
の
負
担
を
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
…
（
以
下
略
（
5
）

）」。

「
随
っ
て
、
租
税
の
平
等
は
、
犠
牲
の
平
等
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
政
府
の
費
用
を
各
人
を
し
て
出
さ
せ
る
に
当
た
り
、

そ
の
負
担
を
銘
々
に
割
当
つ
る
や
、
之
に
よ
り
て
感
ず
る
不
便
を
い
ず
れ
も
同
等
な
ら
し
む
る
よ
う
に
割
当
つ
る
こ
と
を
意
味
す
る
」。

こ
の
よ
う
に
ミ
ル
は
、
応
能
原
則
の
公
平
性
に
、
犠
牲
説
の
考
え
方
を
導
入
し
累
進
性
を
強
調
し
た
（
6
）

。

そ
し
て
こ
れ
以
降
、
租
税
論
の
領
域
で
は
古
典
派
に
典
型
的
な
利
益
説
が
斥
け
ら
れ
、
所
得
の
比
例
課
税
を
是
と
し
な
が
ら
、
最
低
生
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
〇
二
）

活
費
の
免
除
、
均
労
所
得
の
軽
課
な
ど
を
示
し
、
社
会
政
策
的
累
進
課
税
を
根
拠
づ
け
る
結
果
と
な
っ
た
（
7
）

。

ア
ド
ル
フ
・
ワ
グ
ナ
ー

次
に
ワ
グ
ナ
ー
（A

dolph W
agner

）
の
『
財
政
学
』（
一
八
八
三
〜
一
九
〇
一
）
は
、
ス
ミ
ス
の
『
国
富
論
』
よ
り
一
世
紀
以
上
遅
れ
て

刊
行
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
代
か
ら
見
て
同
じ
古
典
的
租
税
原
則
と
い
っ
て
も
、
ス
ミ
ス
の
「
市
民
社
会
」
か
ら
ワ
グ
ナ
ー
の
「
社

会
時
代
」
へ
と
背
景
に
あ
る
社
会
・
経
済
構
造
は
大
き
く
転
換
し
て
い
た
（
8
）

。

ワ
グ
ナ
ー
は
、
財
政
規
模
の
膨
張
お
よ
び
財
政
機
能
の
新
展
開
に
対
応
し
た
租
税
四
大
原
則
（
九
原
則
）
を
提
唱
し
た
。
こ
の
租
税
原

則
は
、
個
人
に
対
す
る
国
家
の
優
越
性
と
い
う
有
機
体
的
国
家
観
に
立
脚
し
て
お
り
、
徴
税
側
か
ら
み
た
租
税
原
則
と
い
う
租
税
の
根
拠

と
し
て
義
務
説
を
と
る
点
に
お
い
て
ス
ミ
ス
と
は
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
し
て
い
た
（
9
）

。

ワ
グ
ナ
ー
は
、
財
政
政
策
上
の
原
則
を
第
一
に
お
い
て
い
る
が
、
国
家
お
よ
び
公
共
団
体
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
共
同
体
生
活
の
用

件
の
履
行
に
基
づ
き
、
課
税
の
十
分
性
と
課
税
の
可
動
性
と
い
う
二
小
原
則
で
示
さ
れ
る
。
租
税
義
務
説
が
そ
の
根
拠
と
し
て
あ
る
。
第

三
の
租
税
原
則
で
あ
る
公
正
の
原
則
も
、
ス
ミ
ス
と
は
意
味
内
容
を
大
幅
に
異
に
し
て
い
る
。

「
公
正
」
概
念
は
、
歴
史
的
・
相
対
的
に
決
定
さ
れ
る
も
の
で
、
ワ
グ
ナ
ー
の
属
す
る
「
社
会
時
代
」
に
あ
っ
て
は
、
公
正
は
時
代
を

反
映
し
て
「
社
会
政
策
的
公
正
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
観
点
か
ら
、
課
税
の
普
遍
性
に
は
反
す
る
が
、
最
低
生
活
費
免
除
は
む

し
ろ
積
極
的
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
課
税
の
平
等
性
は
比
例
課
税
で
は
な
く
、
支
払
い
能
力
に
基
づ
く
累
進
課
税
と

結
び
つ
く
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
、
所
得
が
増
加
す
る
時
、
支
払
い
能
力
は
こ
れ
を
上
回
っ
て
増
加
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
（
10
）

。ス
ミ
ス
が
、
利
益
説
と
比
例
課
税
に
よ
っ
て
地
代
課
税
・
奢
侈
品
課
税
を
中
心
と
す
る
簡
素
な
租
税
体
系
を
志
向
し
て
い
た
と
す
る
と
、
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
〇
三
）

ワ
グ
ナ
ー
の
租
税
原
則
論
は
、
根
拠
論
と
し
て
義
務
説
、
租
税
配
分
と
し
て
給
付
能
力
説
（
累
進
課
税
）
を
所
得
・
財
産
の
収
得
か
ら
支

出
に
至
る
全
課
程
で
複
雑
な
体
系
を
構
想
し
た
。

ワ
グ
ナ
ー
は
、
理
論
的
・
社
会
政
策
的
考
察
よ
り
、
所
得
と
財
産
の
分
配
状
態
に
変
更
を
加
え
る
た
め
に
累
進
税
を
主
張
し
た
。
す
な

わ
ち
租
税
政
策
は
、
国
家
経
費
の
支
弁
の
た
め
に
必
要
な
任
務
の
他
に
、「
私
経
済
的
組
織
よ
り
生
じ
る
、
個
人
の
有
す
る
所
得
と
財
産

の
規
制
に
干
渉
す
る
任
務
、
換
言
す
れ
ば
、
資
本
主
義
時
代
に
お
い
て
生
ず
る
所
得
分
配
と
財
産
分
配
の
極
端
な
状
態
を
、
公
正
な
状
態

に
な
ら
し
め
る
社
会
政
策
的
任
務
を
も
つ
」。
す
な
わ
ち
、「
…
個
々
人
の
間
で
の
国
民
所
得
と
国
民
財
産
の
分
配
に
、
ま
た
必
要
と
あ
れ

ば
、
個
人
所
得
と
財
産
の
使
用
に
ま
で
、
規
制
的
に
か
つ
変
更
す
べ
く
介
入
す
る
目
的
に
使
用
さ
れ
る
公
課
」
の
存
在
を
承
認
し
た
（
11
）

。

し
た
が
っ
て
、
租
税
の
概
念
は
、「
公
正
な
る
所
得
分
配
」
と
い
う
概
念
と
と
も
に
変
化
し
、
ワ
グ
ナ
ー
は
、
自
由
競
争
の
も
と
に
お

い
て
生
じ
る
所
得
分
配
は
矯
正
を
必
要
と
す
る
見
解
を
も
ち
、
そ
の
た
め
に
、
よ
り
以
上
の
不
均
等
の
増
加
を
防
止
す
べ
き
累
進
税
が
不

可
避
的
で
あ
る
と
主
張
し
た
（
12
）

。

最
後
に
、
松
野
（
一
九
七
九
）
は
「
ワ
グ
ナ
ー
の
提
示
し
た
方
向
に
従
っ
て
累
進
税
の
合
理
的
主
張
を
な
す
に
し
て
も
、
い
か
に
し
て

税
率
の
段
階
を
定
め
る
か
の
問
題
は
ワ
グ
ナ
ー
の
研
究
か
ら
は
解
決
し
得
な
い
。
累
進
税
の
根
拠
を
考
え
る
に
当
た
り
、
所
得
の
個
人
的

意
義
を
捨
て
て
社
会
的
意
義
に
よ
り
租
税
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
最
も
小
な
る
ロ
ス
を
も
っ
て
す
る
賢
明
な
方
法
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け

て
い
る
（
13
）

。

（
1
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）『
改
訂
財
政
学
原
理
』
千
倉
書
房
、
一
六
六
頁
。

（
2
） A

dam
 S
m
ith, A

n
 In

qu
iry In

to T
h

e N
atu

re an
d

 cau
ses of T

h
e W

ealth
 of N

ation
s, E
dited, w

ith an introduction, notes 
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
〇
四
）

m
arginal sum

m
ary and an enlarged index by E

dw
in C
annan, 6 th edition, 2 vols., L

ondon, 1950.

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳

（
一
九
六
九
）『
諸
国
民
の
富
Ⅱ
』
岩
波
書
店
一
一
八
五
│
一
一
八
六
頁
。

（
3
） 
佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）『
入
門
租
税
論
〈
改
訂
版
〉』
三
嶺
書
房
、
七
六
頁
。

（
4
） 
佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）
上
掲
書
、
七
六
│
七
七
頁
。

（
5
） 

ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
著
、
戸
田
正
雄
訳
（
一
九
五
〇
）『
経
済
学
原
理
第
五
巻
』
春
秋
社
、
一
九
頁
。

（
6
） 

「
二
倍
の
財
産
を
有
す
る
人
々
は
、
二
倍
の
保
護
を
受
く
る
者
で
あ
る
か
ら
、
二
倍
の
代
償
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
」、「
し
か
し

一
〇
〇
〇
の
財
産
を
一
年
間
保
護
す
る
に
は
、
一
〇
〇
の
財
産
を
一
年
間
保
護
す
る
の
に
比
べ
一
〇
倍
の
保
護
を
要
す
る
の
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
む

し
ろ
一
〜
二
倍
を
要
す
る
く
ら
い
に
過
ぎ
な
い
」。（
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
著
、
戸
田
正
雄
訳
（
一
九
五
〇
）『
経
済
学
原
理
第
五
巻
』

春
秋
社
、
二
〇
│
二
一
頁
参
照
）。

（
7
） 

池
田
浩
太
郎
（
一
九
九
〇
）「
財
政
学
の
生
成
と
発
展
」
大
川
政
三
・
池
田
浩
太
郎
・
佐
藤
博
・
小
林
威
著
『
財
政
学
│
現
代
財
政
の
理
論
と

政
策
│
』
春
秋
社
、
四
八
│
四
九
頁
。

（
8
） 

英
、
仏
な
ど
と
の
対
立
と
い
う
対
外
的
問
題
の
他
に
、
社
会
主
義
運
動
の
高
揚
、
中
小
企
業
・
農
民
の
困
窮
と
い
う
国
内
的
問
題
の
た
め
、
財

政
規
模
の
拡
大
と
財
政
機
能
の
拡
大
が
不
可
欠
な
も
の
と
な
っ
た
。

（
9
） 

佐
藤
進
・
宮
島
洋
著
（
一
九
八
三
）『
経
済
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
財
政
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
〇
六
│
一
〇
七
頁
。

（
10
） 

佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）
前
掲
書
、
七
九
│
八
〇
頁
。

（
11
） 

池
田
浩
太
郎
（
一
九
九
〇
）「
財
政
学
の
生
成
と
発
展
」
前
掲
書
、
五
一
頁
。

（
12
） A

.W
agner, F

in
an

zw
issen

sch
aft, 3.T

eil, I.B
uch, 2.A

ufl ., 1910, s499.

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）
前
掲
書
、
一
八
〇
│
一
八
一
頁
。

（
13
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）
前
掲
書
、
一
九
〇
│
一
九
一
頁
参
照
。
島
（
一
九
六
三
）
も
「
ワ
グ
ナ
ー
が
掲
げ
た
種
々
の
原
則
の
な
か
で
、
財

政
当
局
の
要
求
、
資
本
家
の
要
求
、
国
民
の
要
求
は
相
互
に
矛
盾
す
る
。
か
れ
は
こ
れ
ら
の
要
求
を
、
原
則
と
い
う
形
に
抽
象
化
し
、
原
則
を
み
た

す
租
税
を
組
み
合
わ
せ
て
対
立
す
る
要
求
を
調
整
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
調
整
論
は
矛
盾
の
分
析
を
妨
げ
、
政
策
の
前
進
を
阻
ん
だ
も
の
で
あ
っ

た
」
と
説
明
し
て
い
る
。
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
〇
五
）

4　

現
代
的
租
税
原
則
と
公
平
性

Ｆ
．
ノ
イ
マ
ル
ク

ノ
イ
マ
ル
ク
（F

ritz N
eum
ark

）
は
、
ワ
グ
ナ
ー
の
四
大
原
則
（
九
原
則
）
を
基
本
に
し
つ
つ
、
四
大
原
則
（
一
八
原
則
）
に
よ
っ
て
西

欧
民
主
主
義
国
家
の
租
税
原
則
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
す
な
わ
ち
財
政
政
策
上
の
原
則
で
は
、
収
入
の
弾
力
性
を
伸
長
性
の
原
則
に
改

め
、
国
民
経
済
上
の
原
則
で
は
、
租
税
に
よ
る
競
争
中
立
性
、
成
長
政
策
実
現
の
原
則
な
ど
を
追
加
し
て
い
る
。
ま
た
、
公
平
の
原
則
で

は
、
給
付
能
力
比
例
、
所
得
・
財
産
の
再
分
配
、
税
務
行
政
上
の
原
則
で
は
、
整
合
性
と
体
系
性
、
実
行
可
能
性
と
い
っ
た
原
則
を
追
加

し
、
合
計
一
八
原
則
と
し
た
が
、
そ
の
原
則
間
に
は
い
ろ
い
ろ
な
矛
盾
も
含
ま
れ
て
い
た
（
1
）

。

ノ
イ
マ
ル
ク
は
、
ワ
グ
ナ
ー
が
第
三
原
則
と
し
た
公
正
原
則
を
第
二
原
則
と
し
、
倫
理
的
・
社
会
政
策
的
原
則
と
言
い
変
え
て
い
る
。

ま
た
、
公
正
性
の
歪
み
は
、
か
つ
て
は
国
家
の
権
威
と
い
う
上
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
現
在
は
、
大
衆
民
主

主
義
と
い
う
下
か
ら
の
有
害
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
と
し
て
公
正
を
社
会
学
的
に
見
直
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
公
平
を
水
平
的
公
平
の
意
味

で
用
い
、
垂
直
的
公
平
を
支
払
能
力
比
例
と
表
現
し
て
、
す
べ
て
の
人
々
（
自
然
人
、
法
人
）
に
免
税
特
権
（
課
税
の
除
外
）
の
例
外
を
認

め
る
こ
と
な
く
、
一
般
的
・
普
遍
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
を
要
求
し
た
（
2
）

。
ノ
イ
マ
ル
ク
の
第
二
原
則
は
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
ワ
グ

ナ
ー
の
公
正
原
則
を
「
現
代
の
発
達
し
た
福
祉
国
家
」
の
状
況
の
下
で
、
こ
れ
を
は
ら
む
問
題
と
並
べ
て
発
展
さ
せ
た
も
の
と
評
価
で
き

よ
う
。

池
田
（
二
〇
〇
九
）
は
、
ノ
イ
マ
ル
ク
の
租
税
原
則
体
系
論
を
も
っ
て
、
二
〇
世
紀
に
お
け
る
「
大
き
な
政
府
」
観
的
租
税
原
則
の
代

表
に
し
た
い
と
思
う
と
語
る
。
そ
の
理
由
は
、
公
正
か
つ
経
済
的
に
合
理
的
な
租
税
改
革
の
諸
原
則
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ワ
グ

七
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ナ
ー
、
シ
ャ
ン
ツ
と
続
く
ド
イ
ツ
財
政
学
の
最
高
の
人
物
で
あ
り
、
そ
の
後
の
租
税
原
則
論
議
の
共
通
の
出
発
点
を
な
し
て
い
る
こ
と
、

さ
ら
に
、
国
家
の
任
務
を
社
会
政
策
的
任
務
に
限
ら
ず
、
ケ
イ
ン
ズ
経
済
学
的
な
理
論
も
受
け
総
需
要
管
理
政
策
的
意
味
で
、
資
本
主
義

経
済
体
制
の
全
構
造
、
全
過
程
の
安
定
・
成
長
に
責
任
を
持
つ
と
し
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
た
だ
し
、
福
祉
国
家
論
的
、
国
民
連
携
的

「
大
き
な
政
府
」
に
基
づ
く
課
税
の
諸
原
則
は
、
申
し
分
な
く
充
分
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
も
複
雑
す
ぎ
る
と
評
し
て
い
る
（
3
）

。

マ
ス
グ
レ
イ
ブ

一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
後
半
の
租
税
原
則
論
は
、
国
民
連
帯
的
・
福
祉
国
家
論
的
「
大
き
な
政
府
」
観
に
も
と
づ
く
思
想
へ
強

化
さ
れ
た
。
し
か
し
大
き
な
政
府
で
の
財
政
政
策
が
、
国
民
経
済
の
安
定
や
財
政
・
金
融
の
健
全
化
を
克
服
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
複
雑

な
租
税
原
則
を
排
し
て
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
的
な
簡
単
・
明
瞭
な
課
税
原
則
を
再
度
求
め
る
声
が
整
っ
た
。

ノ
イ
マ
ル
ク
が
、
明
ら
か
に
ワ
グ
ナ
ー
を
継
承
・
発
展
さ
せ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
（R

.A
.M
usgrave

）
の
租
税
原
則

は
、
ス
ミ
ス
の
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
の
公
平
、
第
五
の
徴
税
費
最
小
は
、
そ
の
ま
ま
ス
ミ
ス
の
四
原
則
と
共
通

し
、
第
三
の
公
平
維
持
原
則
は
、
第
一
の
系
列
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
租
税
原
則
は
、
大
別
す
る
と
公
平
（
①
租
税
負
担
配
分
の
公
平
原
則
）、
中
立
と
政
策
（
②
課
税
の
経
済
的
中
立
性
、
③

フ
ィ
ス
カ
ル
ポ
リ
シ
ー
採
用
可
能
な
租
税
構
造
）、
税
務
行
政
的
（
④
税
務
体
系
の
効
率
的
・
納
税
者
へ
の
明
瞭
性
、
⑤
徴
税
費
や
納
税
協
力
費
最
小

化
）
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
ス
ミ
ス
の
原
則
を
継
承
し
基
礎
と
し
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
（
4
）

。

し
か
し
ス
ミ
ス
と
異
な
り
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
は
財
政
支
出
お
よ
び
課
税
が
所
得
再
分
配
機
能
を
も
つ
こ
と
を
認
識
し
そ
れ
を
前
提
と
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
の
公
平
概
念
は
、
水
平
的
公
平
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、
所
得
と
富
の
分
配
を
是
正

す
る
垂
直
的
公
平
を
含
ん
で
い
る
点
で
、
ス
ミ
ス
と
は
同
一
で
は
な
い
と
し
て
い
る
（
5
）

。

七
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支
払
い
能
力
の
客
観
的
指
標
を
所
得
に
求
め
た
場
合
、
課
税
の
公
平
は
各
人
に
均
等
な
犠
牲
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
実
現
す
る
。
マ

ス
グ
レ
イ
ブ
は
、
そ
の
『
財
政
理
論
』（
一
九
五
九
）
で
、
こ
の
犠
牲
を
均
等
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
内
容
を
も

つ
も
の
な
の
か
を
均
等
犠
牲
の
概
念
を
用
い
て
検
討
し
た
。
均
等
犠
牲
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
コ
ー
エ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
（C

.S
tuart

）
や

エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
（F

.Y
.E
dgew

orth

）
に
よ
り
、
⑴
均
等
絶
対
犠
牲
（equal absolute sacrifi ce

）、
⑵
均
等
比
例
犠
牲
（equal proportional 

sacrifi ce

）、
⑶
均
等
限
界
犠
牲
（equal m

arginal sacrifi ce

）、
が
提
示
さ
れ
て
い
る
（
6
）

。
こ
れ
ら
が
、
能
力
説
の
立
場
か
ら
累
進
所
得
税
の

根
拠
と
さ
れ
て
い
る
が
、
均
等
犠
牲
の
原
則
を
一
つ
の
具
体
的
な
租
税
配
分
の
型
に
直
す
た
め
に
は
、
⑴
ど
の
よ
う
な
客
観
的
指
標
に
よ

れ
ば
支
払
い
能
力
を
測
定
で
き
る
か
、
⑵
均
等
と
い
う
言
葉
を
正
確
に
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
、
⑶
所
得
効
用
曲
線
の
傾
き
に
つ
い
て
、

具
体
的
な
税
率
表
に
よ
っ
て
個
人
の
犠
牲
が
測
定
で
き
、
特
定
の
均
等
犠
牲
が
表
現
で
き
る
よ
う
に
仮
定
が
な
さ
れ
る
こ
と
、
が
重
要
で

あ
る
と
さ
れ
る
（
7
）

。

し
か
し
、
①
す
べ
て
の
個
人
が
同
一
の
所
得
の
効
用
関
数
を
持
つ
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
一
般
的
で
な
い
こ
と
、
②
個
人
間
の
効
用
比
較
は

可
能
で
あ
る
と
の
仮
定
も
相
互
に
影
響
し
合
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
③
所
得
水
準
の
増
大
は
生
活
様
式
、
趣
味
を
変
え
欲
求
を
増

大
さ
せ
る
か
も
知
れ
な
い
。
つ
ま
り
所
得
の
限
界
効
用
は
増
加
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
な
ど
、
現
実
の
税
制
へ
の
適
用
に
は
難
し
い
問

題
が
多
い
（
8
）

。
平
均
的
な
限
界
効
用
の
測
定
に
つ
い
て
は
、
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
（I.F

isher

）
や
フ
リ
ッ
シ
ュ
（R

.F
risch

）
が
成
果
を
残
し
て

い
る
が
、
必
ず
し
も
首
肯
す
る
結
論
に
達
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
犠
牲
説
へ
の
指
摘
に
対
し
て
セ
リ
グ
マ
ン
（E

.R
.A
.S
eligm

an

）
は
、「
わ
れ
わ
れ
は
心
的
な
も
の
で
あ
る
犠
牲
と
物
的
な

も
の
で
あ
る
税
額
と
の
間
の
関
連
は
正
確
に
は
決
定
し
え
な
い
」、
と
い
う
結
論
を
も
っ
て
満
足
す
る
ほ
か
は
な
い
と
し
て
い
る
。
松
野

も
「
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
疑
問
点
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
累
進
税
の
制
度
は
犠
牲
説
の
思
想
に
最
も
良
く
合
致
す
る
。
だ
い
た

七
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い
に
お
い
て
、
公
平
で
あ
る
こ
と
は
不
公
正
で
あ
る
こ
と
に
ま
さ
る
。」
と
結
論
づ
け
て
い
る
（
9
）

。

（
1
） 
佐
藤
進
・
宮
島
洋
著
（
一
九
八
三
）『
経
済
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
財
政
』
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
〇
八
│
一
〇
九
頁
。

（
2
） 

佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）『
入
門
租
税
論
〈
改
訂
版
〉』
三
嶺
書
房
、
八
四
│
八
五
頁
。

（
3
） 

池
田
浩
太
郎
（
一
九
九
九
）「
租
税
原
則
論
の
二
〇
世
紀
│
租
税
原
則
論
の
二
大
潮
流
⑶
│
」
成
城
大
学
『
経
済
研
究
』
八
│
一
五
頁
参
照
。

（
4
） 

池
田
浩
太
郎
（
一
九
九
九
）
上
掲
論
文
、
二
六
│
二
七
頁
。

（
5
） 

佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）
上
掲
書
、
八
八
頁
。

（
6
） 

均
等
犠
牲
に
関
す
る
概
念
か
ら
ど
れ
を
採
択
す
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
採
択
さ
れ
た
概
念
の
も
と
で
ど
の
よ
う
な
税
率
表
が
決
定
さ
れ
る
か
が

課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
認
識
し
た
人
々
の
間
で
も
意
見
の
一
致
は
み
ら
れ
ず
、
コ
ー
エ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
は
均
等
比
例
犠
牲
、
シ
ジ
ウ
ィ
ッ
ク

お
よ
び
マ
ー
シ
ャ
ル
は
均
等
絶
対
犠
牲
に
賛
成
し
た
の
に
対
し
、
カ
ー
ヴ
ァ
は
均
等
限
界
犠
牲
に
解
釈
し
た
。
エ
ッ
ジ
ワ
ー
ス
お
よ
び
ピ
グ
ー
は
、

均
等
絶
対
犠
牲
と
均
等
比
例
犠
牲
の
原
則
は
論
理
的
に
も
優
劣
な
し
と
考
え
た
。（
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
著
、
木
下
和
夫
監
修
・
大
阪
大
学
財
政
研
究
会

訳
（
一
九
六
一
）『
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
財
政
理
論
Ⅰ
』
有
斐
閣
、
一
四
四
│
一
四
六
頁
参
照
）。

（
7
） 

マ
ス
グ
レ
イ
ブ
著
、
木
下
和
夫
監
修
・
大
阪
大
学
財
政
研
究
会
訳
（
一
九
八
三
）『
マ
ス
グ
レ
イ
ブ
財
政
学
Ⅱ
』
有
斐
閣
、
一
四
五
頁
。（
第
三

部
第
一
一
章
「
税
の
公
正
へ
の
接
近
」
に
詳
し
い
）

（
8
） 

石
弘
光
著
（
一
九
八
四
）『
財
政
理
論
』
有
斐
閣
、
一
〇
五
│
一
〇
七
頁
参
照
。

（
9
） 

松
野
賢
吾
著
（
一
九
七
九
）『
改
訂
財
政
学
原
理
』
千
倉
書
房
、
一
七
九
頁
。

5　

租
税
原
則
学
説
の
わ
が
国
へ
の
導
入
過
程

わ
が
国
で
所
得
税
が
導
入
さ
れ
た
の
は
、
一
八
八
七
年
（
明
治
二
〇
年
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
の
階
級
別
所
得
税
を

七
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租
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原
則
学
説
に
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け
る
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（
藪
下
）

（
一
三
〇
九
）

モ
デ
ル
と
し
て
立
案
・
実
施
さ
れ
、
直
接
税
は
所
得
税
と
地
租
か
ら
成
り
、
納
税
額
に
比
例
し
て
選
挙
権
を
配
布
す
る
等
級
別
選
挙
制
度

が
敷
か
れ
た
。

こ
の
時
の
所
得
税
の
仕
組
み
は
、
⑴
納
税
主
体
は
戸
主
で
あ
り
、
所
得
を
総
合
合
算
す
る
。
⑵
所
得
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
利
子
、
配

当
、
給
与
所
得
は
、
全
額
を
所
得
と
す
る
。
⑶
免
税
点
は
三
〇
〇
円
と
し
、
三
〇
〇
円
以
上
一
％
、
一
〇
〇
〇
円
以
上
一
・
五
％
、

一
〇
〇
〇
〇
円
以
上
二
・
〇
％
、
二
〇
〇
〇
〇
円
以
上
二
・
五
％
、
三
〇
〇
〇
〇
円
以
上
三
・
〇
％
の
五
段
階
全
額
累
進
税
を
採
用
す
る
。

⑷
所
得
の
査
定
は
、
調
査
委
員
会
の
決
定
に
よ
り
郡
区
長
が
行
う
な
ど
、
プ
ロ
イ
セ
ン
型
所
得
税
の
影
響
が
強
い
も
の
で
あ
っ
た
（
1
）

。

わ
が
国
に
お
け
る
所
得
税
導
入
の
動
機
を
み
る
と
、
当
時
の
明
治
政
府
は
、
国
防
の
強
化
に
よ
る
軍
事
費
の
増
大
と
、
地
租
や
間
接
税

に
偏
重
し
た
税
の
不
公
平
是
正
の
た
め
新
た
な
所
得
税
の
導
入
を
検
討
し
た
。「
し
か
し
明
治
二
〇
年
は
、
す
で
に
所
得
税
を
導
入
し
て
い

た
資
本
主
義
国
と
は
異
な
り
、
わ
が
国
は
会
計
秩
序
や
徴
税
機
構
が
確
立
し
て
い
な
い
時
期
に
、
所
得
税
に
対
し
て
社
会
的
要
請
が
あ
っ

た
と
は
思
え
な
い
」
こ
と
（
2
）

、
ま
た
「
わ
が
国
の
所
得
税
の
創
設
は
、
近
代
的
社
会
経
済
体
制
の
下
で
な
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
明
治
政
府

の
内
部
の
近
代
化
を
伴
わ
な
い
一
連
の
制
度
近
代
化
へ
の
努
力
の
一
環
と
し
て
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
（
3
）

」、
と
の
意
見
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

ま
た
明
治
憲
法
制
定
を
前
に
、
租
税
と
会
計
制
度
を
整
備
す
る
必
要
も
あ
っ
た
。
租
税
は
、
国
会
開
設
後
は
、
税
法
の
制
定
・
改
廃
は
、

す
べ
て
国
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
国
会
開
設
ま
で
に
財
政
的
安
定
を
図
る
ね
ら
い
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
4
）

。

そ
の
後
、
明
治
二
三
年
の
改
正
で
は
、
税
率
は
個
人
所
得
に
対
し
て
一
二
段
階
（
一
・
〇
％
か
ら
五
・
〇
％
）
の
全
額
累
進
課
税
と
な
り
、

大
正
二
年
（
一
九
一
三
年
）
の
改
正
で
は
、
当
時
の
税
法
審
査
委
員
会
が
「
超
過
累
進
税
率
は
、
限
界
効
用
説
に
適
合
し
学
説
及
び
実
際

に
適
す
る
主
義
な
り
と
す
」
と
説
明
し
、
超
過
所
得
に
対
し
て
課
税
す
る
超
過
累
進
制
度
に
改
正
し
た
。
さ
ら
に
、
大
正
七
年
か
ら
昭
和

初
期
の
改
正
で
は
、
恒
久
的
な
国
防
計
画
の
策
定
等
に
よ
り
、
税
制
の
改
定
ご
と
に
比
例
税
率
の
税
率
や
累
進
税
率
の
税
率
ア
ッ
プ
、
課

七
九
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
一
〇
）

税
最
低
限
や
少
額
所
得
者
控
除
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
、
財
源
の
増
加
を
租
税
収
入
に
頼
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
昭
和
一
五

年
に
は
、
①
法
人
税
改
革
、
②
比
例
税
率
に
よ
る
分
類
所
得
税
と
超
過
累
進
税
率
に
よ
る
総
合
所
得
税
の
併
用
（
各
種
所
得
の
合
計
が

五
〇
〇
〇
円
を
超
え
る
場
合
に
、
一
〇
〜
六
五
％
の
超
過
税
率
を
適
用
す
る
も
の
）、
各
種
所
得
控
除
引
き
上
げ
に
よ
る
低
所
得
者
へ
の
課
税
（
大

衆
課
税
）
の
性
格
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
り
、
戦
時
財
政
に
入
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
（
5
）

。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告

第
二
次
大
戦
後
は
、
昭
和
二
二
年
、
二
三
年
度
に
民
主
化
政
策
と
イ
ン
フ
レ
対
策
を
主
と
し
た
税
制
改
革
が
あ
り
、
そ
の
後
昭
和
二
四

年
九
月
の
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
、
応
急
対
策
的
税
制
改
正
に
代
わ
る
体
系
的
恒
久
的
税
制
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
基
本
は
、
⑴
租
税
制
度
か
ら
特
別
な
経
済
政
策
目
的
を
排
除
す
る
こ
と
、
⑵
税
務
行
政
と
納
税
協
力
を
確
立
す
る
こ

と
、
⑶
地
方
自
治
な
い
し
地
方
分
権
を
重
視
し
た
財
政
・
行
政
改
革
を
行
う
こ
と
に
あ
っ
た
。
こ
の
勧
告
は
、
理
念
と
し
て
公
平
を
重
視

し
所
得
税
・
法
人
税
を
中
心
と
す
る
直
接
税
中
心
主
義
の
確
立
を
目
指
し
、
納
税
者
の
意
識
を
高
め
る
申
告
納
税
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
を

狙
っ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
①
資
産
所
得
と
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ
ン
の
総
合
課
税
を
行
う
こ
と
、
②
二
〇
％
か
ら
五
五
％
の

累
進
度
を
持
つ
所
得
税
率
を
採
用
し
、
五
〇
〇
万
円
以
上
の
高
所
得
層
に
対
し
て
は
富
裕
税
を
課
税
す
る
こ
と
、
③
間
接
税
と
し
て
は
、

酒
、
た
ば
こ
等
に
対
す
る
個
別
間
接
税
と
奢
侈
品
課
税
を
認
め
た
が
、
一
般
消
費
税
は
採
用
し
な
い
こ
と
、
④
税
務
行
政
上
、
偽
名
・
匿

名
預
金
の
禁
止
、
青
色
申
告
制
度
の
導
入
な
ど
で
あ
る
（
6
）

。

し
か
し
、
昭
和
二
八
年
度
予
算
で
は
、
有
価
証
券
譲
渡
所
得
税
の
廃
止
、
利
子
所
得
の
分
離
課
税
、
富
裕
税
の
廃
止
な
ど
が
行
わ
れ
、

勧
告
が
目
指
し
た
特
別
な
経
済
政
策
目
的
の
排
除
と
い
う
基
本
的
立
場
が
崩
壊
し
た
。
ま
た
、
二
九
年
度
に
は
道
府
県
税
の
基
本
で
あ
り
、

実
施
が
延
期
さ
れ
て
き
た
付
加
価
値
税
の
廃
止
、
平
衡
交
付
金
の
廃
止
な
ど
が
行
わ
れ
、
国
の
財
政
責
任
に
よ
る
地
方
財
源
保
障
を
中
心

七
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
一
一
）

と
す
る
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
大
き
く
崩
壊
し
た
（
7
）

。

シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
、
わ
が
国
税
制
に
与
え
た
歴
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
金
子
（
二
〇
〇
〇
）
は
、
次
の
六
点
を
強
調
す
る
。
⑴
民
主
主

義
的
租
税
観
、
⑵
公
平
の
原
則
、
⑶
税
制
の
中
立
性
、
⑷
簡
素
な
税
制
の
必
要
性
、
⑸
地
方
分
権
の
推
進
と
地
方
自
主
財
源
の
必
要
性
、

⑹
税
務
行
政
の
改
善
、
等
で
あ
る
。
特
に
第
二
の
公
平
性
に
つ
い
て
は
、
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
は
水
平
的
公
平
と
垂
直
的
公
平
の
両
者
と
も
に

重
視
し
、
水
平
的
公
平
の
要
請
に
は
キ
ャ
ピ
タ
ル
・
ゲ
イ
ン
を
含
め
て
所
得
の
範
囲
を
で
き
る
だ
け
拡
大
す
る
こ
と
を
勧
告
し
た
。

ま
た
、
所
得
税
に
お
け
る
累
進
税
率
の
維
持
、
所
得
税
の
補
完
税
と
し
て
の
累
進
的
な
富
裕
税
の
採
用
、
相
続
税
に
お
け
る
高
い
累
進

税
率
の
提
案
等
は
、
垂
直
的
公
平
の
要
請
に
副
う
も
の
で
あ
る
。
累
進
税
率
は
配
分
的
正
義
の
要
請
に
適
う
制
度
で
あ
り
、
今
後
と
も
社

会
的
安
定
装
置
と
し
て
維
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
（
8
）

。

最
後
に
、
わ
が
国
独
自
の
租
税
原
則
を
み
る
と
、
井
藤
（
一
九
五
五
）
が
社
会
最
小
価
値
説
か
ら
派
生
す
る
具
体
的
租
税
原
則
を
挙
げ

て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
①
大
所
得
の
重
課
、
②
小
所
得
の
軽
課
、
③
免
税
点
の
設
置
、
④
家
族
の
数
そ
の
他
個
人
的
事
情
の
顧
慮
、
⑤
奢

侈
の
重
課
税
、
⑥
財
産
所
得
の
重
課
、
⑦
労
働
所
得
の
軽
課
、
⑧
土
地
の
自
然
増
価
・
投
機
的
利
得
・
戦
時
利
得
な
ど
の
偶
発
的
不
労
所

得
の
重
課
、
⑨
公
益
事
業
・
社
会
的
重
要
産
業
な
ど
の
免
税
ま
た
は
軽
課
、
⑩
財
産
・
企
業
の
性
質
に
よ
る
差
別
的
課
税
、
な
ど
の
諸
要

求
は
、
す
べ
て
こ
の
一
般
的
原
則
か
ら
派
生
す
る
と
述
べ
て
い
る
（
9
）

。

こ
の
よ
う
に
現
在
の
租
税
原
則
を
み
る
と
、
租
税
を
再
分
配
政
策
、
あ
る
い
は
安
定
・
成
長
政
策
の
手
段
と
し
て
活
用
す
る
と
い
う
方

針
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
市
場
の
効
率
性
、
税
務
行
政
上
の
原
則
、
公
平
の
原
則
も
求
め
ら
れ
、
列
挙
さ
れ
た
諸

原
則
は
必
ず
し
も
調
和
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
衝
突
し
か
ね
な
い
原
則
も
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
現
在
の
混
乱
し
た
租
税
制

度
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
の
指
摘
も
あ
る
（
10
）

。

七
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政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
一
三
一
二
）

（
1
） 

佐
藤
進
・
伊
東
弘
文
著
（
一
九
九
四
）『
入
門
租
税
論
〈
改
訂
版
〉』
三
嶺
書
房
、
二
三
六
頁
。

（
2
） 

林
健
久
著
（
一
九
六
五
）『
日
本
に
お
け
る
租
税
国
家
の
成
立
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
九
五
頁
。

（
3
） 
池
田
浩
太
郎
（
一
九
五
六
）「
わ
が
国
所
得
税
の
創
設
と
そ
の
社
会
的
諸
条
件
」
成
城
大
学
『
経
済
研
究
』
第
六
号
、
五
五
頁
。

（
4
） 
高
木
勝
一
著
（
二
〇
〇
七
）『
日
本
所
得
税
発
達
史
│
所
得
税
改
革
の
発
展
と
歴
史
│
』
ぎ
ょ
う
せ
い
、
二
頁
。

（
5
） 

高
木
勝
一
著
（
二
〇
〇
七
）
上
掲
書
、
三
二
│
一
一
一
頁
参
照
。

（
6
） 

貝
塚
啓
明
著
（
一
九
九
六
）『
財
政
学
（
第
二
版
）』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
三
〇
│
二
三
一
頁
。

（
7
） 

小
林
威
「
租
税
構
造
」
大
川
政
三
・
池
田
浩
太
郎
・
佐
藤
博
・
小
林
威
著
（
一
九
九
〇
）『
財
政
学
│
現
代
財
政
の
理
論
と
政
策
│
』
春
秋
社
、

一
七
三
│
一
七
四
頁
。

（
8
） 

金
子
宏
（
二
〇
〇
〇
）「
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
の
歴
史
的
意
義
│
二
一
世
紀
に
向
け
て
│
」
租
税
法
学
会
編
『
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
、
五
〇
年
の
軌
跡
と

課
題
』
租
税
法
研
究
第
二
八
号
、
有
斐
閣
、
一
五
頁
。

（
9
） 

井
藤
半
弥
著
（
一
九
五
五
）『
再
訂
財
政
学
概
論
』
日
本
評
論
社
、
七
九
│
九
九
頁
参
照
。

（
10
） 

神
野
直
彦
著
（
二
〇
〇
七
）『
財
政
学
（
改
訂
版
）』
有
斐
閣
、
一
六
二
│
一
六
三
頁
。

6　

お
わ
り
に

今
回
、
主
要
な
租
税
原
則
の
公
平
性
に
つ
い
て
、
学
説
史
的
に
考
察
し
て
き
た
。
ス
ミ
ス
に
代
表
さ
れ
る
簡
素
な
イ
ギ
リ
ス
流
の
租
税

原
則
か
、
ワ
グ
ナ
ー
＝
ノ
イ
マ
ル
ク
の
社
会
全
体
を
網
羅
し
た
複
雑
な
ド
イ
ツ
流
を
求
め
る
か
な
ど
、
租
税
原
則
が
体
系
化
さ
れ
た
国
別

の
社
会
、
経
済
状
況
や
地
理
的
、
歴
史
的
、
文
化
的
な
諸
要
素
が
強
く
影
響
し
て
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ
た
。

わ
が
国
の
税
制
は
、
大
化
の
改
新
の
時
期
に
は
唐
の
税
制
、
明
治
維
新
期
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
税
制
、
そ
の
後
明
治
初
期
か
ら
大
正
を
通

七
九
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租
税
原
則
学
説
に
お
け
る
公
平
性
の
概
念
（
藪
下
）

（
一
三
一
三
）

じ
て
は
、
英
、
仏
、
独
、
米
と
い
う
西
欧
諸
国
の
輸
入
時
代
と
な
り
、
一
九
二
〇
年
の
税
制
改
正
（
所
得
税
の
成
立
）
は
プ
ロ
イ
セ
ン
型
、

第
二
次
大
戦
後
は
ア
メ
リ
カ
税
制
に
強
く
影
響
を
受
け
た
。
そ
こ
で
は
日
本
独
自
の
租
税
原
則
が
成
立
し
に
く
い
状
況
に
あ
っ
た
。

わ
が
国
の
特
徴
と
し
て
、
長
い
間
封
建
社
会
の
伝
統
を
負
わ
さ
れ
、「
正
直
で
働
き
者
」、「
自
ら
意
志
を
表
す
と
い
う
よ
り
、
集
団
的

な
行
動
に
よ
っ
て
自
分
の
意
志
を
表
明
す
る
」
と
い
う
日
本
人
の
気
質
が
あ
る
（
1
）

。
税
金
も
、
個
人
の
権
利
義
務
の
行
使
と
し
て
支
払
う
の

で
は
な
く
、
上
（
か
み
）
か
ら
与
え
ら
れ
た
「
お
上
（
か
み
）
の
費
用
」
を
や
む
を
得
ず
分
担
し
て
納
め
る
と
い
う
納
税
意
識
の
根
拠
と

な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
第
二
次
大
戦
後
わ
が
国
に
導
入
さ
れ
た
シ
ャ
ウ
プ
勧
告
が
、
所
得
の
総
合
累
進
制
な
ど
公
平
性
を
強
調
し
そ
の
導
入
に
力
を
入

れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
昭
和
二
八
年
〜
昭
和
三
〇
年
前
後
に
順
次
崩
壊
し
て
い
っ
た
こ
と
は
、
公
平
性
の
原
則
を
始
め
、
当
時
の
各
租
税

原
則
が
日
本
の
現
実
社
会
と
相
容
れ
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
背
景
に
は
さ
ら
な
る
考

察
を
必
要
と
す
る
。

現
代
の
租
税
原
則
は
、
公
に
は
税
制
調
査
会
の
報
告
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
公
平
・
中
立
・
簡
素
と
い
っ
た
簡
単
な
も
の
を
掲
げ
な

が
ら
、
内
容
的
に
は
ド
イ
ツ
財
政
学
流
の
「
大
き
な
政
府
」
観
的
、
複
雑
多
岐
に
わ
た
る
原
則
が
支
配
し
て
い
る
状
況
が
伺
え
る
。
そ
の

中
に
は
、
租
税
原
則
間
や
租
税
体
系
の
中
に
も
矛
盾
を
生
じ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

私
た
ち
は
、
そ
の
時
代
的
な
要
請
に
応
じ
た
税
体
系
を
模
索
し
つ
つ
、
国
民
の
多
く
は
不
信
感
を
抱
き
な
が
ら
、
時
代
の
要
請
と
い
う

名
目
（
理
由
）
と
と
も
に
流
さ
れ
て
き
た
よ
う
な
状
況
だ
と
思
わ
れ
る
。
今
後
は
、
わ
が
国
税
制
に
お
け
る
公
平
原
則
の
内
容
に
つ
い
て
、

明
治
の
税
制
確
立
期
以
降
の
改
革
議
論
の
中
で
、
租
税
原
則
が
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
体
系
化
さ
れ
た
か
調
査
す
る
こ
と
、
そ
し
て

わ
が
国
独
自
の
税
制
の
あ
り
方
を
考
え
る
論
点
（
基
礎
原
則
）
と
す
る
こ
と
な
ど
課
題
が
残
さ
れ
る
。

七
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